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令和３第３回川本町議会定例会会議録
（最終日）令和３年 ９月 ９日 午前９時３０分開議

議 長 おはようございます。

去る３日に開会されました、第３回定例会も本日最終日となりました。

ただいまの出席議員数は９名であります。定足数に達しておりますので、会

議は成立いたしました。

々 それでは、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付しているとおりりです。

々 日程第１、委員長報告を議題とします。

決算特別委員会委員長から、審査報告書が提出されておりますので、委員

長からの報告をお願いします。６番石川決算特別委員会委員長。

６番石川決 令和３年９月９日。川本町議会議長 飯田武則 殿。

算特別委員 決算特別委員会委員長、石川達也。

会委員長 委員会審査報告書。本委員会は、付託議案を審査した結果、下記のとおり

決定したから、会議規則第７６条の規定により報告します。

記。議案番号、議案第５６号。付託事件名、令和２年度川本町一般会計歳

入歳出決算認定について。審査結果、原案認定。議案第５７号、令和２年度

川本町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について。原案認定。

議案第５８号、令和２年度川本町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について、原案認定。議案第５９号、令和２年度川本町簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算認定について、原案認定。議案第６０号、令和２年度川本町

農業集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について、原案認定。

議 長 以上で、委員長の報告を終わります。

々 それでは、ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。

委員長報告の決算認定５議案に対する質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。

々 それでは、ただいまの報告のありました全議案につきまして、これより討

論及び採決を行います。

々 「議案第５６号、令和２年度川本町一般会計歳入歳出決算認定について」、

これより討論を行います。討論はありませんか。
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議 長 （「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結いたします。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

々 「議案第５６号」に対する委員長報告は原案のとおりり「認定」であります。

この委員長報告のとおり認定することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

よって、「議案第５６号」は委員長報告のとおり「認定」されました。

々 次に、「議案第５７号、令和２年度川本町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算認定について」、これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結いたします。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

々 「議案第５７号」に対する委員長報告は原案のとおり「認定」であります。

この委員長報告のとおり認定することに、賛成賛成の皆さんの「挙手」を求

めます。

挙手「全員」であります。

よって「議案第５７号」は委員長報告のとおり「認定」されました。

々 次に、「議案第５８号、令和２年度川本町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について」、これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結します。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

々 「議案第５８号」に対する委員長報告は、原案のとおり「認定」であります。

この委員長報告のとおり認定することに賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって「議案第５８号」は委員長報告のとおり「認定」されました。

々 次に、「議案第５９号、令和２年度川本町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算認定について」、これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結いたします。
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議 長 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

々 「議案第５９号」に対する委員長報告は原案のとおり「認定」であります。

この委員長報告のとおり認定することに賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって「議案第５９号」は委員長報告のとおり「認定」されました。

々 次に、「議案第６０号、令和２年度川本町農業集落排水処理事業特別会計

歳入歳出決算認定について」、これより討論を行います。討論はありません

か。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結いたします。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

々 「議案第６０号」に対する委員長報告は原案のとおり「認定」であります。

この委員長報告のとおり認定することに賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって、「議案第６０号」は委員長報告のとおり「認定」されました。

々 続いて、産建町民常任委員長から、「陳情審査結果報告書」が提出されて

おりますので、委員長からの報告をお願いします。

５番木村木村産建町民常任委員長。

５番木村木 令和３年９月９日。川本町議会議長 飯田武則殿。

村産建町民 産建町民常任委員会委員長、木村慶五。

常任委員長 陳情審査結果報告書。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のと

おり決定したので、会議規則第９３条第１項の規定により報告します。

記。１、受理番号、陳情第１号。件名、平成２９年３月議会で採択された因

原地区排水整備事業の早期着工を求める陳情書。

付託年月日、令和３年９月３日。審査年月日、令和３年９月３日、審査の

結果、「採択とすべきもの」。

議 長 以上で、委員長の報告を終わります。

々 それでは、「令和３年、陳情第１号」に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

々 質疑なしと認めます。質疑を終結します。
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議 長 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

々 討論なしと認めます。討論を終結いたします。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

々 「陳情第１号、平成２９年３月議会で採択された因原地区排水路整備事業の

早期着工を求める陳情書」に対する委員長報告は「採択すべきもの」であり

ます。

々 この委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんの「挙手」を求めま

す。

挙手「全員」であります。

よって、「陳情第１号」は委員長報告のとおり採択することに「決定」い

たしました。

々 次に、日程第２「議案第４８号、川本町個人情報保護条例の一部を改正す

る条例の制定について」の件を議題といたします。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結いたします。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

々 「議案第４８号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって「議案第４８号」は原案のとおり「可決」されました。

々 次に、日程第３、「議案第４９号、川本町行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件を

議題といたします。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結します。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。



- 5 -

議 長 「議案第４９号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって、「議案第４９号」は原案のとおり「可決」されました。

々 次に、日程第４、「議案第５０号、川本町地域活性化基金条例を廃止する

条例の制定について」の件を議題といたします。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結します。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

々 「議案第５０号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって、「議案第５０号」は原案のとおり「可決」されました。

々 次に、日程第５、「議案第５１号、川本町手数料徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について」の件を議題とします。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結します。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

々 「議案第５１号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって、「議案第５１号」は原案のとおり「可決」されました。

々 次に、日程第６、「議案第５２号、令和３年度川本町一般会計補正予算（第

４号）」の件を議題といたします。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結いたします。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

々 「議案第５２号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。
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議 長 挙手「全員」であります。

よって「議案第５２号」は原案のとおり「可決」されました。

々 次に、日程第７、「議案第５３号、令和３年度川本町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第２号）」の件を議題といたします。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結いたします。

々 これより採決に入ります。この採決は「挙手」により行います。

「議案第５３号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって、「議案第５３号」は原案のとおり「可決」されました。

々 次に、日程第８、「議案第５４号、令和３年度川本町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）」の件を議題といたします。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結いたします。

々 これより採決に入ります。この採決は「挙手」により行います。

「議案第５４号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって「議案第５４号」は原案のとおり「可決」されました。

々 次に、日程第９、「議案第５５号、令和３年度川本町簡易水道事業特別会

計補正予算（第１号）」についての件を議題といたします。

々 これより討論を行います。討論ありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結いたします。

々 これより採決に入ります。この採決は「挙手」により行います。

「議案第５５号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって、「議案第５５号」は原案のとおり「可決」されました。

々 次に、日程第１０、「議案第６１号、邑智郡総合事務組合規約の変更につ



- 7 -

議 長 いて」の件を議題といたします。

々 これより討論を行います。討論ありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結します。

々 これより採決に入ります。この採決は「挙手」により行います。

「議案第６１号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって「議案第６１号」は原案のとおり「可決」されました。

々 次に、日程第１１、「議案第６２号、権利の放棄について」の件を議題と

いたします。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結いたします。

々 これより採決に入ります。この採決は「挙手」により行います。

「議案第６２号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって、「議案第６２号」は原案のとおり「可決」されました。

々 次に、日程第１２、「議案第６３号、町道路線の認定について」の件を議

題といたします。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結いたします。

々 これより採決に入ります。この採決は「挙手」により行います。

「議案第６３号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって、「議案第６３号」は原案のとおり「可決」されました。

々 ここで執行部から何かございますか。番外野坂町長。

番外 追加の議案を提出させていただきますので、よろしくお願いいたします。

野坂町長

議 長 議員の皆さんから何かありますか。８番片岡議員。
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８番 発議があります。発議を出したいと思います。

片岡議員

議 長 ただいま、追加議案等の申し出がありましたので、議会運営委員会で審議

していただくため、しばらく休憩といたします。

執行部の方は、しばらくお待ちください。

（午前 ９時５０分）

（議会運営委員会にて審議するため委員、大会議室へ移動）

議 長 会議を再開いたします。 （午前１０時００分）

々 先ほど執行部から２件の追加議案、８番片岡議員から「発議」が提出され

ました。

議会運営委員会にて諮られた結果、追加日程第１として、「議案第６４号、

川本町一般会計補正予算（第５号）」、追加日程第２として、「議案第６５号、

川本町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）」、追加日程第３として、「発

議第 1号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求め
る意見書の提出について」を議事日程に追加し、直ちに議題とすることにご

異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。

々 追加日程第１、「議案第６４号、令和３年度川本町一般会計補正予算（第

５号）」の件を議題といたします。

執行部から提案理由の説明を求めます。番外湯浅総務財政課長。

番外湯浅総 「議案第６４号、令和３年度川本町一般会計補正予算（第５号）」について

務財政課長 説明いたします。

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１億６，２１０万７

千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４８億８，４７８万１千円と

するものです。今回の補正予算は、８月豪雨災害に関する事業費となってお

ります。資料の１５ページをご覧ください。

歳出から説明いたします。

２款、総務費では、今回の補正に係る財源調整として財政調整基金の積立

額を、現予算より６７３万１千円減額いたします。その他、避難所運営のた

めの備蓄品、対応した職員の時間外手当と、被災者生活再建支援制度は、家

屋２件に関する復旧の補助となっております。職員時間外につきましては、

３款、民生費から１０款、教育費まで、それぞれの科目に属する職員分の額

を計上しております。

６款、農林水産業費では林地崩壊防止対策事業費が９００万円。

９款、消防費では、災害対応の消防団の出動手当５０万円でございます。
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番外湯浅総 １１款、災害復旧費では、公共土木施設単独災害復旧事業費４，８２０万

務財政課長 円のほか国庫補助の公共土木施設、農地及び農業施設災害など、合計で１億

５，３３５万円を計上しております。

歳入をご覧ください。

１２款、分担金及び負担金では、今回の災害復旧事業における地元負担金

として、林地崩壊防止対策事業、農地、農業用施設災害復旧事業など、それ

ぞれの負担率に基づき、合計４９３万５千円となっております。

１４款、国庫支出金では、公共土木施設災害復旧事業費負担金、２，０６

７万７千円。県支出金では、農地や農業用施設等の災害復旧事業と、被災者

生活再建支援事業に対して、３，２６７万５千円となっております。

２１款、調査では、今回の補正に係る事業の町負担分、町単独事業分とし

て１億３４０万円を計上しております。

次のページをご覧ください。

上段には、先ほど説明しました地方債の補正を計上しておりまして、補正

後の令和３年度の起債の限度額は８億６，８８６万４千円となっております。

下の段には、先ほど説明しました基金の補正を反映させた基金の状況を挙げ

ておりますが、年度末の基金残高は総額で２２億３，２６３万４千円と見込

んでおります。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 以上で執行部からの提案理由の説明を終わります。

々 それでは、「議案第６４号、令和３年度川本町一般会計補正予算（第５号）」

について、これより質疑を行います。

質疑はありませんか。よろしいですか。

質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結いたします。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

「議案第６４号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって、「議案第６４号」は原案のとおり「可決」されました。

々 次に、追加日程第２、「議案第６５号、令和３年度川本町簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号）」の件を議題といたします。

々 執行部から提案理由の説明を求めます。番外伊藤地域整備課長。
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番外伊藤地 「議案第６５号、令和３年度川本町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）」

域整備課長 についてご説明いたします。

予算説明資料の最後のページをお開きください。

今回の補正といたしまして、歳出予算の組み替えをいたしたく、歳入歳出

の総額は変更しておりません。主な事項として、一般管理費の歳出において、

８月の台風９号及び秋雨前線豪雨対応に伴う職員手当２３万７千円の増額、

委託料２３万７千円の減額でございます。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 以上で執行部からの提案理由の説明を終わります。

々 それでは、「議案第６５号、令和３年度川本町を簡易水道事業特別会計補

正予算（第２号）」について、これより質疑を行います。質疑はありません

か。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認め、質疑を終結します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結します。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

「議案第６０号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって、「議案第６５号」は原案のとおり「可決」されました。

々 次に、追加日程第３、「発議第１号、コロナ禍による厳しい財政状況に対

処し地方税財源の充実を求める意見書の提出について」の件を議題といたし

ます。

提出者から趣旨説明を求めます。８番片岡議員。

８番 発議第１号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源充実を求

片岡議員 める意見書の提出について。

上記の議案を別紙のとおり、川本町議会会議規則第１３条の規定により提

出します。令和３年９月９日提出。提出者、川本町議会議員、片岡通泰。

賛成者、川本町議会議員、植田昌平。川本町議会議員、石川達也。川本町議

会議員、木村慶五。川本町議会議員、本山修二。川本町議会議員、圓山智惠

美。川本町議会議員、中平茂明。川本町議会議員、香取亜希。

新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方

面に甚大な経済的・社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いて
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８番 いる。この中で、地方財政は、来年度においても巨額の財源不足が避けられ

片岡議員 ない厳しい状況に直面している。地方自治体においては、新型コロナウイル

ス感染症対策はもとより、地方創生、雇用対策、防災・減災対策、デジタル

化や脱炭素社会の実現とともに、財政需要の増嵩が見込まれる社会保障等へ

の対応に迫られており、このためには、地方税財源の充実が不可欠である。

よって、国においては、令和４年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、

下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。

１、令和４年度以降３年間の地方一般財源総額については、「経済財政運

営と改革の基本方針２０２１」において、令和３年度地方財政計画の水準を

下回らないよう実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に

伴い社会保障関係経費が増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理

なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。

２、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺

るがす見直しは、断じて行わないこと。また、生産性革命の実現や新型コロ

ナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた固定資産税等に係る特例措

置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措置とし

て、期限の到来をもって確実に終了すること。

３、令和３年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標

準額を令和２年度と同額とする負担調整措置については、令和３年度限りと

すること。

４、令和３年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性

能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。

５、炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地

方譲与税として地方に税源配分すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和３年９月９日。島根県川本町議会 議長 飯 田 武 則。

提出先は、次ページのとおりであります。

議 長 以上で、趣旨説明を終わります。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結します。

々 これより採決に入ります。この採決は「挙手」により行います。

々 「発議第１号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を
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議 長 求める意見書の提出について」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

よって、「発議第１号」は原案のとおり「可決」されました。

々 それでは、日程第１３、「閉会中の継続審査・調査の申し出」についての

件を議題といたします。

各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から、お手元に配付してお

ります通り、会議規則第７４条の規定により、閉会中の継続審査調査の申し

出がありますので、この申し出の通り、審査調査が終了するまで、閉会中の

継続審査とすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よってそのように「決定」いたしました。

々 次に、日程第１４、「議員派遣の件」についての件を議題といたします。

お手元に配付しておりますとおり、議員派遣することにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、そのように「決定」いたしました。

々 日程第１５、「町長あいさつ」を行います。番外野坂町長。

番外 令和３年第３回川本町議会定例会の閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申

野坂町長 し上げます。

今回の議会に提出しました、令和２年度一般会計・特別会計の決算認定、

及び令和３年度一般会計補正予算案や、条例案件を始めとする諸議案につき

まして､慎重な御審議の上、全て原案の通り認定・議決を賜り、厚く御礼を

申し上げます。今後、予算など町行政の執行にあたりましては、審議の過程

でいただきました、ご意見を十分に踏まえまして、適切に実施してまいりま

す。今議会では、このたび県から提示のありました、主要地方道川本波多線

川本工区の３つのルート案に対して、皆様から総合的にご意見をいただき、

町としての意見を「対岸ルートによる整備が望ましい」と、とりまとめまし

た。来週９月１５日に、福井県議会議員・飯田議長とともに、丸山県知事と

井田土木部長を訪問し、この旨を直接お伝えし、早期の事業化を要請してま

いります。また、今年度からスタートした「第６次総合計画」の重点プロジ

ェクトに掲げました、「医療・介護・福祉サービスの強化」に向けた、官・

民による連携拠点の整備に取り組んでまいります。本町の今後のまちづくり

を方向づけることにもなる、こうした動きが、他の事業にも波及しながら、

成果を呼び込んでまいりますよう、「総合計画」の初年度の取り組みを深め
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番外 てまいります。議員の皆様には、引き続き、一層のご理解・ご協力を賜りま

野坂町長 すよう、よろしくお願い申し上げまして、閉会にあたりましてのご挨拶とさ

せていただきます。誠にありがとうございました。

議 長 以上で、町長あいさつを終わります。

々 以上をもって本日の議事日程はすべて終了いたしました。

長時間にわたり慎重審議を賜り、誠にありがとうございました。

々 これをもって、令和３年第３回川本町議会定例会を閉会といたします。

お疲れさまでした。

（午前１０時２１分）

この会議録は、川本町議会事務局長 中 嶋 則 行 が記載したもので、その内容にお

いて、正確である旨を証するためここに署名をする。

川本町議会議長

川本町議会議員

川本町議会議員


